










新潟県後期高齢者医療広域連合職員服務規程 
 

新旧対照表 

新 旧 

   

（育児休業等） 

第１５条 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１

９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第１７号。以下「育児休業条例」という。）

第８条第６号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第１１号によるものと

し、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければならない。 

２ 育児休業条例第１０条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、様式第１１号

の２によるものとし、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければならな

い。 

３ 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成

１９年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第１３号。以下「育児休業規則」とい

う。）第２条第１項及び第４条第１項に規定する育児休業承認請求書は、様式第

１２号によるものとし、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければなら

ない。 

４・５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（育児休業等） 

第１５条 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成

１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第１７号。以下「育児休業条例」と

いう。）第３条第４号に規定する育児休業計画書は、様式第１１号によるものと

し、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければならない。 

２ 育児休業条例第１０条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、様式第１１

号の２によるものとし、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければな

らない。 

３ 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則（平

成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第１３号。以下「育児休業規則」

という。）第２条第１項（育児休業規則第４条において準用する場合を含む。）

に規定する育児休業承認請求書は、様式第１２号によるものとし、所属課長を

経由して、広域連合長に提出しなければならない。 

４・５ （略） 

 

 



 



 
 

 
 




